
船舶事故調査報告書 

令和４年１２月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（護岸） 

発生日時 令和４年１月１７日 １４時０７分ごろ 

発生場所 阪神港大阪第４区  

大阪南港沖防波堤灯台から真方位０３３°１,７８０ｍ付近 

（概位 北緯３４°３７.５′ 東経１３５°２５.９′） 

事故の概要 引船秀
ひで

丸は、はしけ隆
りゅう

栄
えい

丸をえい
．．

航して航行中、隆栄丸が護岸に

衝突した。 

事故調査の経過 令和４年２月１６日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 秀丸、１９トン 

   ２６０－３６３５６大阪、新興海運有限会社 

Ｂ はしけ 隆栄丸、６４２トン 

   ５０００５３、中央港運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船首部に擦過傷 

護岸 圧壊及び転落防止手摺りに曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

大阪府大阪市には、１月１７日１３時２４分に強風及び波浪注意報

が発表され、本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員１人が乗り組み、約４０～５０ｍのえい
．．

航索でＢ船を接続し、全長約１００ｍとなった引船列を構成して阪神

港大阪第４区の南港運河を西南西進中、南港大橋の航過前に姿勢制御

を目的に右転操作を行った際、回頭惰力に加えて折からの南西風がＢ

船に作用して船首が右方に流され、Ｂ船の左舷船首部が南港運河の護

岸突出部に衝突した。 

船長は、強風注意報が発表されている状況下でも本事故発生海域で

風の影響を強く受けた経験が今までになく、ふだんと同じ操船を行っ

ていたと本事故後に思った。 

分析 Ａ船は、強風及び波浪注意報が発表されている状況下、南港運河を

西南西進中、船長Ａが、南港大橋の航過前に姿勢制御を目的に右転操

作を行った際、本事故発生海域で風の影響を強く受けた経験が今まで

になく、ふだんと同じ操船を行ったところ、回頭惰力に加えて折から

の南西風がＢ船に作用して船首が右方に圧流されたことから、Ｂ船の



 

左舷船首部が南港運河の護岸突出部に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、強風及び波浪注意報が発表されている状況下、

南港運河を西南西進中、船長Ａが、南港大橋の航過前に姿勢制御を目

的に右転操作を行った際、本事故発生海域で風の影響を強く受けた経

験が今までになく、ふだんと同じ操船を行ったところ、回頭惰力に加

えて折からの南西風がＢ船に作用して右方に圧流されたため、Ｂ船の

左舷船首部が南港運河の護岸突出部に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、強風及び波浪注意報が発表され、かつ水路などの可航幅

が狭いところでは、風の影響及びえい
．．

航物件の振れを考慮し、運

河を安全に通過できる転針操作を行うこと。 


